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主要株主となる株主の異動に関するお知らせ 
 

当社の主要株主となる株主の異動が生じましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

１．異動が生じる経緯 

2026年５月19日付プレスリリース「主要株主の異動の予定に関するお知らせ」において公表

していたとおり、本日、当社の主要株主となる野村證券株式会社（以下、「野村證券」とい

う。）より、本売却（以下に定義する。）により取得する当社株式を譲渡することとなった旨

の連絡がありました。つきましては、以下のとおり、主要株主に異動が生じることとなりまし

たのでお知らせいたします。 

 

２．異動する株主の概要 

主要株主でなくなる者 

名称 野村證券株式会社 

所在地 東京都中央区日本橋１丁目13番１号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 奥田 健太郎 

事業内容 証券業 

資本金 100億円 

 

３．異動前後における野村證券株式会社の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数

に対する割合 

 属性 

議決権の数 

（所有株式数） 

（注１） 

総株主の議決

権の数に対す

る割合 

（注２、３） 

大株主順位 

異動前 

（2026年５月20日時

点） 

主要株主 
269,686個 

（26,968,616株） 
11.55％ 第３位 

異動後 ― 
22,766個 

（2,276,616株） 
0.97％ ― 

（注）１．ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー（KKR HKE 

INVESTMENT L.P.）による、同社が保有する当社株式の証券会社を通じた売却

（以下、「本売却」という。）にあたっては、買取注文を野村證券が取りまとめる

ことから、本売却の対象となる当社株式の総数に対する議決権の数を記載しており

ます。野村證券の異動前の議決権の数は、2026年５月18日現在において野村證券が

所有する議決権の数に本売却の対象となる当社株式の総数に対する議決権の数を加

算して算出しており、異動後の議決権の数は、当該異動前の議決権の数に本売却に

伴い譲渡することとなった当社株式の総数に対する議決権の数を控除して算出して

おります。 

２．総株主の議決権の数に対する割合は、2026年３月31日現在の総株主の議決権の数

2,335,400個に対する所有議決権数の割合を記載しております。 

３．総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

 

 



４．異動予定年月日 

2026年５月22日 

 

５．今後の見通し 

今回の主要株主の異動に伴う当社の業績に与える影響はありません。 

 

また、2026年５月19日付けで開示いたしました「主要株主の異動の予定に関するお知らせ」

に関しまして、本日、異動が生じることが確定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

異動前後におけるケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー（KKR HKE 

INVESTMENT L.P.）の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割

合 

 属性 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権

の数に対する

割合 

（注１、２） 

大株主順位 

（注３） 

異動前 

（2026年３月31日

現在） 

主要株主 
246,920個 

（24,692,000株） 
10.57％ 第３位 

異動後 ― 
０個 

（０株） 
0.00％ ― 

（注）１．総株主の議決権の数に対する割合は、2026年３月31日現在の総株主の議決権の数

2,335,400個に対する所有議決権数の割合を記載しております。 

２．総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

３．異動前の大株主順位は、2026年３月31日現在の株主名簿の順位及び2026年４月1日

付でキャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーにより提出され

た大量保有報告書の変更報告書に基づき、当社において想定したものです。なお、

異動前における大株主順位の第１位の株主は「日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）」ですが、信託業を営む者が信託財産として所有するものであり、

当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないと判断しております。 

 

以 上 


